
蘯 15・1・15 市町村合併臨時号

市役所 蕕24－2111（代表）

合
併
建
設
計
画
の
策
定
方
法
に
つ
い
て

各
種
事
務
事
業
調
整
の
原
則
に
つ
い
て

１
策
定
方
針

合
併
建
設
計
画
は
、
将
来
の
政
令
指
定
都

市
の
実
現
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
合
併
後

の
各
地
域
の
役
割
と
発
展
の
方
向
を
示
し
、

新
市
域
に
お
け
る
速
や
か
な
一
体
化
と
均
衡

あ
る
都
市
基
盤
の
整
備
を
図
り
、
住
民
福
祉

の
向
上
と
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
着
実
に
進

め
る
た
め
の
基
本
的
指
針
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。

ま
た
、
政
令
指
定
都
市
が
実
現
し
た
場
合

に
お
い
て
は
、
区
制
を
踏
ま
え
、
必
要
な
見

直
し
を
行
う
。

２
期
間

平
成
十
七
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま

で
の
十
カ
年

３
対
象
建
設
事
業

【
任
意
協
議
会
で
協
議
す
る
事
業
】

①
新
市
域
の
一
体
化
や
新
市
の
魅
力
と
な

る
広
域
的
に
有
益
な
事
業

・
広
域
幹
線
道
路
、
広
域
公
園
、
新
産
業

育
成
施
設
、
消
防
シ
ス
テ
ム
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
な
ど

②
公
共
施
設
の
統
廃
合

・
小
中
学
校
、
幼
稚
園
、
保
育
園
な
ど

【
事
務
局
で
調
整
し
、
任
意
協
議
会
に
報
告

す
る
事
業
】

③
合
併
後
の
地
域
バ
ラ
ン
ス
の
均
衡
を
図

る
事
業

・
老
人
憩
の
家
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン

タ
ー
、
図
書
館
、
学
童
保
育
施
設
な
ど

④
合
併
し
な
く
て
も
各
市
町
村
で
実
施
す

る
通
常
の
事
業

・
道
路
改
良
、
緑
化
推
進
、
文
化
・
観
光

施
設
、
老
朽
施
設
の
改
築
な
ど

⑤
上
下
水
道
等
特
別
会
計
事
業

※
い
ず
れ
も
各
市
町
村
の
総
合
計
画
等

に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
政
状
況

を
考
慮
し
て
策
定
す
る
。

４
合
併
建
設
計
画
の
構
成

①
合
併
建
設
計
画
の
概
要

②
合
併
の
必
要
性
と
効
果

総
論

③
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
方
針

④
ま
ち
づ
く
り
計
画

⑤
概
算
事
業
費

各
論

⑥
財
政
計
画

｝｝

１
原
則
と
し
て
新
潟
市
の
制
度
に

統
一
す
る
。

理
由十

二
市
町
村
の
主
な
事
務
事
業
を
評
価
す

る（
左
の
グ
ラ
フ
）と
、
新
潟
市
の
サ
ー
ビ
ス

水
準
が
上
回
っ
て
い
る
も
の
が
五
二
・
〇
％
を

占
め
、
逆
に
低
い
も
の
は
八
・
四
％
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
新
潟
市
の
制
度
に
統
一
す
る
こ
と

で
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が
図
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
新
潟
市

の
サ
ー
ビ
ス
水
準
が
他
市
町
村
よ
り
低
い
も

の
を
一
定
水
準
に
引
き
上
げ
る
こ
と
や
、
新

潟
市
以
外
の
制
度
で
新
市
全
体
と
し
て
取
り

組
む
べ
き
と
思
わ
れ
る
制
度
に
つ
い
て
も
十

分
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

２
関
係
市
町
村
の
制
度
の
う
ち
、

合
併
後
直
ち
に
統
一
す
る
こ
と

で
住
民
生
活
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を

も
た
ら
す
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
定
の

期
間
、
激
変
緩
和
措
置
を
設
け
る
。

理
由関

係
市
町
村
の
制
度
で
、
新
潟
市
の
制
度

に
直
ち
に
統
一
す
る
と
住
民
生
活
や
利
用
者

負
担
に
急
激
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
に
つ

い
て
は
、
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
で
そ
の

影
響
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
る
。

３
関
係
市
町
村
の
独
自
の
施
策
に

つ
い
て
は
、「
政
令
指
定
都
市

の
実
現
を
目
指
す
決
議
」
を
尊
重
し
、

調
整
に
努
め
る
。

合
併
後
、
一
定
の
段
階
で
改
め
て
調

整
す
る
も
の
と
す
る
。

理
由関

係
市
町
村
に
お
い
て
は
伝
統
や
文
化
、

あ
る
い
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
に
基
づ
い

て
独
自
に
推
し
進
め
て
き
た
事
務
事
業
が
あ

り
、
そ
れ
ら
は
地
域
に
定
着
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
「
政
令
指
定
都
市
の
実
現
を
目

指
す
決
議
」
を
尊
重
し
、
将
来
の
区
制
も
念

頭
に
置
き
な
が
ら
存
続
に
つ
い
て
十
分
に
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
地
域
に
限
定
し
て
存
続
と
し
た
場

合
、
合
併
後
、
政
令
指
定
都
市
へ
の
移
行
の

状
況
な
ど
を
見
な
が
ら
そ
の
内
容
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

事業数 
227件 
 
 

単純には 
比較できない 
　…17.6％ 

他市町村の方が 
新潟市より上回っている 
　…8.4％ 

新潟市の方が 
他市町村より上回っている 
　…52.0％ 

他市町村と新潟市 
同程度である 
　…22.0％ 

他市町村の方が 
新潟市より上回っている 
　…8.4％ 

新潟市の方が 
他市町村より上回っている 
　…52.0％ 

単純には 
比較できない 
　…17.6％ 

他市町村と新潟市 
同程度である 
　…22.0％ 事業数 

227件 
 
 12市町村全体の事務

事業評価の概要
（サービス水準比較）

な
お
、
こ
こ
で
示
し
た
「
各
種
事

務
事
業
調
整
の
原
則
」
と
「
合
併
建

設
計
画
の
策
定
方
法
」
に
つ
い
て
、

「
一
定
の
方
針
が
必
要
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
務
作
業
に
つ
い

て
は
編
入
方
式
を
前
提
と
し
て
進
め

さ
せ
て
も
ら
い
た
い
」
と
会
長
よ
り

発
言
が
あ
り
、
了
承
さ
れ
ま
し
た
。

蜉

蛹

議
員
の
任
期
お
よ
び

定
数
は
、引
き
続
き
協
議

新
潟
市
か
ら
「
地
域
の
声
を
行
政

に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
重
要
で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
会
と
調
整
を
し

た
う
え
で
一
定
の
案
を
ま
と
め
、
本

協
議
会
で
話
し
合
う
こ
と
と
し
た

い
」
と
の
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。
ま

た
、
合
併
の
方
式
に
よ
っ
て
議
員
の

任
期
や
定
数
の
取
り
扱
い
に
違
い
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
協
議
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

合
併
の
方
式
と
議
員
の
任
期
お
よ

び
定
数
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
左

表
の
と
お
り
で
す
。

地
域
審
議
会
の

設
置
も
継
続
協
議

合
併
後
、
地
域
住
民
の
声
が
施
策

に
十
分
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
、
合

併
前
の
市
町
村
の
区
域
を
単
位
と
し

て
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
地

域
審
議
会
で
す
。

こ
の
審
議
会
は
、
合
併
後
の
市
長

の
諮
問
に
応
じ
た
審
議
を
行
っ
た

り
、
意
見
を
述
べ
た
り
す
る
こ
と
に

よ
り
、
地
域
の
意
向
を
行
政
に
伝
え

る
役
割
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
件
に
つ
い
て
も
継
続
し
て
協

議
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

区 分

議員の身分

議員の任期

定 数

合併時の選挙

議 員 数

選 挙 区

そ の 他

A（原則）

11市町村の議員は全員
失職、新潟市の議員は
そのまま在任。

11市町村の議員は合併
時に失職、新潟市の議
員の任期は変更なし。

52人
（新潟市の定数）

選挙なし

B（定数特例）

11市町村の議員は全員
失職、新潟市の議員は
そのまま在任。
11市町村それぞれの区
域ごとに増員選挙を実
施する。

新潟市の議員の任期は
変更なし。
増員選挙で選出された
議員の任期も新潟市の
議員の任期と同じ。

77人
＝52人（新潟市の議員）
＋25人（増員数）

25人（増員分のみ選挙）

新津市6人、白根市4人、
豊栄市5人、小須戸町1
人、横越町1人、亀田町
3人、西川町1人、味方
村1人、潟東村1人、月
潟村1人、中之口村1人

11市町村のそれぞれの
区域を選挙区とする。

C（在任特例）

11市町村の議員は新潟
市の議員となる、新潟
市の議員の身分は変更
なし。

11市町村の議員の任期
は新潟市の議員の任期
と同じになる。

252人
＝（12市町村の全議員数）
※H14.4.1の現員数

選挙なし

【議員の任期および定数の取り扱いについて】
※平成12年国勢調査人口及び平成14年4月1日現在の議員数に基づき計算しています。

（新潟市への）編入合併の場合…Ａ・Ｂ・Ｃの３方式から選択できる

合併特例法により、合併後最初の選挙は増員選挙
も可能

区 分

議員の身分

議員の任期

定 数

合併時の選挙

議 員 数

選 挙 区

そ の 他

A（原則）

12市町村の全議員が失
職、新市の法定数（上
限56人）により設置選
挙を行う。

4年

上限56人
（新市の法定数）

新市の定数

新市の区域

B（定数特例）

12市町村の議員は全員
失職、新市の特例定数
（法定数の2倍の範囲内）
による設置選挙を行う。

4年

上限112人
（法定数の2倍の範囲内
で協議により定める数）

新市の定数

新市の区域

C（在任特例）

12市町村の議員で、新
市の議員の被選挙権を
有する者は、協議によ
り最長2年間在任する。

合併後2年を超えない
範囲で協議により定め
る期間

252人
＝（12市町村の全議員数）
※H14.4.1の現員数

選挙なし

新設合併の場合…Ａ・Ｂ・Ｃの３方式から選択できる

編入合併と違い、合併特例法による合併後最初の
選挙の特例措置はない。

15・1・15 市町村合併臨時号 盪

ホームページアドレス http://www.city.niitsu.niigata.jp/

第
四
回
の
新
潟
地
域
合
併
問

題
協
議
会
は
、
二
月
四
日
に
開

催
さ
れ
る
予
定
で
す
。


